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西宮市立こども未来センター苦情解決要綱 
 
 （目的） 
第１条 この要綱は、西宮市立こども未来センター（以下、「センター」という。）が提供するサ

ービス等に係る利用者からの苦情に適切に対応することにより、利用者の権利擁護を図るとと

もにサービスに対する満足度を高め、適正なサービスとセンターの信頼の確保を図るため、苦

情解決に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
 （実施体制） 
第２条 苦情を適切に解決するために、苦情解決責任者及び苦情受付担当者を置く。 
２ 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を図るため、

第三者委員を置く。 
 
 （苦情解決責任者） 
第３条 苦情解決責任者は、こども未来部長をもって充てる。 
２ 苦情解決責任者の職務は次のとおりとする。 
 （１） 苦情の解決 
 （２） 苦情受付担当者の任命 
 （３） その他苦情解決に必要な事項 
 
 （苦情受付担当者） 
第４条 苦情受付担当者は、苦情解決責任者が任命する。 
２ 苦情受付担当者の職務は次のとおりとする。 
 （１） 利用者からの苦情の受付 
 （２） 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録 
 （３） 苦情内容及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告 
 
 （第三者委員） 
第５条 第三者委員は３名以内とし、社会的信頼を有し、苦情解決を円満かつ円滑に図ることが

できると認められる者のうちから市長が委嘱する。 
２ 第三者委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
３ 第三者委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 第三者委員の職務は次のとおりとする。 
 （１） 苦情受付担当者からの苦情内容の報告聴取 
 （２） 前号についての苦情申出者への通知 
 （３） 利用者からの苦情の直接受付 
 （４） 苦情申出者への助言 
 （５） センターへの助言 
 （６） 苦情申出者と苦情解決責任者との話合いへの立会いと助言 
 （７） 苦情解決責任者からの苦情にかかる事案の改善状況等の報告聴取 
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 （８） その他苦情解決に必要な事項 
５ 第三者委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とす

る。 
６ 第三者委員への報酬は、中立性確保のため、交通費等の実費弁償を除き無報酬とする。 
 
 （利用者への周知） 
第６条 苦情解決責任者は、利用者に対し苦情解決の仕組み等について、センター内に掲示する

とともに文書等により周知する。 
２ 新たにサービス等を利用するものに対しては、利用開始時に前項の苦情解決の仕組み等につ

いて周知する。 
 
 （苦情の受付） 
第７条 苦情受付担当者は、利用者からの苦情を随時受付ける。 

なお、第三者委員も直接苦情を受付けることができる。 
２ 苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を苦情受付書（様式第１号）に

記録し、その内容について苦情申出者に確認する。 
 （１） 苦情内容 
 （２） 苦情申出者からの要望等 
 （３） 第三者委員への報告の要否 
 （４） 苦情申出者と苦情解決責任者の話合いへの第三者委員の助言と立会いの要否 
３ 前項第３号及び第４号が不要な場合は、苦情申出者と苦情解決責任者の話合いによる解決を

図る。 
 
 （苦情の報告・確認） 
第８条 苦情受付担当者は、受付けた苦情は、全て苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。

ただし、苦情申出者が第三者委員への報告を明確に拒否の意思表示をした場合を除く。 
２ 投書等匿名の苦情についても、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。 
３ 第三者委員は、苦情受付担当者からの苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認すると共

に、苦情申出者に対し苦情受付報告書（様式第２号）により報告を受けた旨を通知する。 
 

（苦情解決に向けての話合い） 
第９条 苦情解決責任者は、苦情申出者との話合いによる解決に努める。その際、苦情申出者、

または苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。 
２ 第三者委員の立会いによる苦情申出者と苦情解決責任者の話合いは、次のとおりとする。 
 （１） 第三者委員による苦情内容の確認 
 （２） 第三者委員による解決案の調整、助言 
 （３） 話合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 
     なお、苦情解決責任者も第三者委員の立会いを要請することができる。 
  

（苦情解決結果の記録・報告） 
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第１０条 療育サービスの質を高め、運営の適正化を確保するために苦情解決結果の記録と報告

を行う。 
 （１） 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について、書面に記録す

る。 
 （２） 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果報告書（様式第３号）により第三者委

員に報告し、必要な助言を受ける。 
 （３） 苦情解決責任者は、苦情申出者に改善を約束した事項について苦情申出者及び第三者委

員に対して、一定期間経過後報告する。 
 （４） 児童発達支援センターわかば園および相談支援に関する解決困難なケースについては、

兵庫県社会福祉協議会に設置された「兵庫県福祉サービス運営適正化委員会」に委ねる。 
 
 （解決結果の公表） 
第１１条 苦情解決責任者は、個人情報に関するものを除き、毎年度１回、前年度の苦情対応結

果について事業報告書等に実績を掲載し公表する。 
 
 （その他） 
第１２条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は市長が別に定める。 
 
 

付 則 
この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

付則 （平成２７年４月１日改正） 
 この要綱は、平成２７年４月１日より実施する。 

付則 （平成２７年９月１日改正） 
 この要綱は、平成２７年９月１日より実施する。 

  付則 （令和６年４月１日改正） 
この要綱は、令和６年４月１日より実施する。 
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様式第 1 号（第７条第２項関係）        

  苦情受付書 

                苦情受付担当者： 

受付日 令和  年  月  日 苦情発生日 令和  年  月  日 受付№  

記入者  苦情発生場所  

申 

出 

者 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

氏名 

 

 

利 

用 

者 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

氏名 

 

 

利用者との関係 本人・父・母・祖父母・その他(      ) 年齢             歳 

住所 
 

電話 

利用中の 

サービス 

☐相談   ☐わかば園   ☐診療所   ☐計画相談   ☐あすなろ みらい  

☐その他(                               ) 

苦
情
の
内
容 

 

申
出
者
の
希
望
等 

 

備 

考 

 

申出者
の要望 

☐話を聞いて欲しい   ☐教えて欲しい    ☐回答が欲しい  ☐調査して欲しい 

□改めて欲しい   □その他（                          ） 

申出者 

への 

確認 

第三者委員への報告の要否           要☐・否☐  確認欄〔      〕 

話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否 要☐・否☐  確認欄〔      〕 

                      〔様式①表〕 
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相談記録 

 

想定原因 
☐説明･情報不足  ☐職員の態度  ☐制度・ルールへの不満  ☐サービス内容   

☐その他（                                   ）

処理経過 

 

結  果 

 

                     〔様式①裏〕 
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様式第２号（第８条第３項関係）                       (第三者委員→苦情申出人) 

                                令和  年  月  日 

               

苦情受付報告書 
 

        

苦情申出者 

 

           様 

 

第三者委員         

 

               

 

 

 苦情受付担当者から下記のとおり苦情受付（受付№   ）についての報告がありましたこと

を通知いたします。 

 

記 

 

 

苦情の申出日 令和   年   月   日 苦情申出者  

苦情発生時期 令和   年   月   日 利用者との関係 
本人・父・母・祖父母 

その他(         ) 

苦 

情 

の 

内 

容 
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様式第３号（第１０条第２号関係）                     (苦情解決責任者→第三者委員) 
           令和  年  月  日 

 

苦情解決結果報告書 
 

第三者委員 
 
            様 
                            苦情解決責任者 
 

               
 
 令和  年  月  日付の苦情（受付№ ）について、下記のとおり報告いたします。 
 
                      記 
 

苦情内容  

  
 

解決結果  

  
 

 


